
 

 

 

 

                                                  

 
 

 

    

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料費について、そ

の増加分の７割を支援金として交付 
 

支援金 ＝ 

 

 
 

・農作物の販売を行う農業者（販売農家） 
（自家消費のために農作物を栽培する農家は対象外） 

 

・令和 4年６月～令和５年１月に発注・購入した肥料 
（肥料法に基づく登録・届出がある肥料のうち、令和４年６月～令和５年１月に発注・購入し、 

購入農業者自身で使用する肥料に限ります。） 

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向け

て取組む農業者の皆様の、肥料費増加分を支援する制度。 

ＴＡＣ information   

 

ＪＡ京都中央 2022 年 1２月２７日 No.632 作成者 齊藤篤 

 

JA において肥料をご購入・ご注文をいただいた方をグループとみなし、JA にて一括申請

を行います。 

申請される方は、１月末までに化学肥料低減計画書をJAまでご提出ください。 

※JA 以外で、ご購入いただいた分については、購入先にお問い合わせください。 

 

 

①化学肥料の２割低減に向けて、２つ以上の項目に取り組むこと 
   （化学肥料低減計画書で申告していただきます。 

   ※令和５年１２月末、令和６年１２月末に低減実施状況を報告していただくことが必要です。 

 

②令和４年６月～令和５年１月に発注・購入したことがわかる書類 

  ※JAで申請される方については不要です！（申請は JAでご購入分のみ） 

 



 


